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主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 

当社は、以下のとおり当社の主要株主である筆頭株主の異動が生じる見込みとなりましたので、お知ら

せいたします。 

１．異動が生じた経緯 

当社は、2026 年２月３日付「自己株式の取得中止並びに自己株式取得及び自己株式立会外買付取引

（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第 165条第２項の規

定による定款の定めに基づく自己株式の取得）」、2026年２月４日付「自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-

3）による自己株式の買付け及び資金の借入れに関するお知らせ」及び 2026年２月５日付「自己株式立会

外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の取得結果に関するお知らせ」にて公表のとおり、同日、自己

株式の取得（以下「本自己株式取得」といいます。）を実施しました。  

また、当社は、本自己株式取得に関し、当社の筆頭株主である野村絢氏、株式会社レノ、株式会社エス

グラントコーポレーション、および株式会社シティインデックスファースト（以下「レノら」といいま

す。）より、2026年２月３日時点でレノらが保有する当社普通株式の全てについて、本自己株式取得への

売付申込をした旨の連絡を受けております。 

本自己株式取得により、総議決権数が減少し、総議決権数に対する本自己株式取得に応じて売却してい

ない株主の議決権の割合が相対的に増加するため、東宝株式会社が当社の主要株主である筆頭株主に該

当する見込みとなります。 

２．異動予定年月日 

2026年２月９日（本自己株式取得の決済日） 

３．異動した株主の概要 

（１） 名 称 東宝株式会社 

（２） 所 在 地 東京都千代田区有楽町１丁目２－２ 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松岡 宏泰 

（４） 事 業 内 容 映画事業等 

（５） 資 本 金 10,355百万円 
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４．異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合※ 
大株主順位 

異  動  前 

（2026 年１月 18 日現在） 

185,721個 

（18,572,100株） 
8.95％ 第３位 

異  動  後 
185,721個 

（18,572,100株） 
12.78％ 第２位 

（注）１．異動前の「総株主の議決権の数に対する割合」は、2026 年１月 18 日現在の総株主の議決権の数 2,074,221

個を基準に計算しております。 

２．異動後の「総株主の議決権の数に対する割合」は、2026 年１月 18 日現在の総株主の議決権の数 2,074,221

個に 2026 年１月 19 日～2026 年２月６日の間に取得した自己株式 62,090,120 株（議決権 620,901 個）を控

除した総株主の議決権の数 1,453,320 個を基準に計算しております。 

３．「総株主の議決権の数に対する割合」は、小数点第三位を四捨五入しております。 

４．「大株主順位」は、2026 年１月 18 日現在の当社株主名簿を基準として、現時点において推定した順位を記載

しております。 

５．異動前における大株主順位の第２位、異動後における大株主順位の第１位は、いずれも日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社（信託口）ですが、同株主は金融商品取引法第 163 条第１項ただし書の規定により主要

株主および主要株主である筆頭株主には該当いたしません。 

 

５．今後の見通し 

当該異動による当社の業績等への影響はありません。 

 

以 上 


